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令和７年度新潟県介護支援専門員更新研修について（お知らせ） 

 

介護支援専門員証（以下「専門員証」という。）の有効期間は５年間です。この有効

期間を更新するためには、①更新に必要な研修を受講し、②現在お持ちの専門員証の

有効期間内に専門員証の更新申請を行う必要があります。 

専門員証の更新が必要な方は、受講すべき更新研修の種類を県ホームページ「介護

支援専門員『更新研修』・『主任介護支援専門員更新研修』について」にある「介護支援

専門員証の更新にかかるフロー図」により確認し、更新研修の申込みをしてください。 

 

１ 更新研修について 

更新研修は、専門員証の有効期間満了日の概ね１年前から受講可能です。ただし、

「主任介護支援専門員更新研修」（以下、「主任更新研修」という。）のみ概ね２年前か

ら受講可能となります。 

 

《令和７年度の更新研修対象者》 

研修名 有効期間満了日 

専門研修課程Ⅰ 

※例年より申込期間が早まって

いますのでご注意ください。 

令和８年８月 31 日までの方 

専門研修課程Ⅱ 令和８年 12 月 31 日までの方 

更新研修（実務未経験者） 令和９年３月 31 日までの方 

主任介護支援専門員更新研修 

※申込み受付終了 

主任介護支援専門員研修修了証の有効 

期間が令和８年 12 月 31 日までの方 

 

(１)２回目以降の更新の場合 

以下の①又は②に該当する方は、専門研修課程Ⅱのみの受講となります。 

①前回の専門員証更新時に「専門研修課程Ⅰ」と「専門研修課程Ⅱ」の両方を受講 

して更新している場合であって、現在お持ちの専門員証の有効期間内で現任者 

又は実務経験がある場合 

②前回の専門員証更新時「専門研修課程Ⅱ」のみを受講して更新している場合で 

あって、現在お持ちの専門員証の有効期間内で現任者又は実務経験がある場合 

(２)主任介護支援専門員更新研修を修了している場合 

主任介護支援専門員の方は、主任更新研修を修了すれば専門員証を更新するための

更新研修を修了したとみなされます（主任研修では更新できません）。 

ただし、専門員証の有効期間・研修修了日により、主任更新研修では専門員証を更新

できない方もいます。その場合は専門研修課程Ⅱの受講が必要となりますので、それ

ぞれの有効期間を十分にご確認ください。 



 (３)既に更新研修とみなされる研修を修了している方の場合 

現在お持ちの専門員証の有効期間内に以下の①～③のいずれかに該当する方は、 

改めて更新研修を受講する必要はありません。 

①専門研修として専門研修課程Ⅰと専門研修課程Ⅱの両方を修了している 

②専門研修課程Ⅱのみ修了している（更新に必要な研修が専門研修課程Ⅱのみで 

よい場合に限る） 

③主任介護支援専門員更新研修を修了している 

 

ただし、いずれの場合も専門員証の更新申請手続きは必要です（受講したのみで

は専門員証を更新したとはみなされません）。専門員証の有効期間の２ヶ月前から

有効期間満了日までに、更新申請をしてください（有効期間満了日県庁必着）。 

 

２ 更新研修の日程 

 「一般社団法人新潟県介護支援専門員協会」ホームページ 

（https://www.caremanager-niigata.com）にある「年間計画等」の 

『令和７年度 法定研修実施予定表（PDF ファイル）』をご覧ください。 

 

３ 研修実施機関及び研修申込み 

各研修の案内や実施要綱は新潟県介護支援専門員協会ホームページに随時、掲載

されます。詳細は新潟県介護支援専門員協会にお問い合わせください。 

 

４ その他 

・今後、介護支援専門員として従事する予定がなく、専門員証の有効期間を更新する 

必要のない方は更新研修を受講する必要はありません。 

・更新研修を受講せず介護支援専門員証の有効期間が過ぎた場合は、『再研修』を修了 

した上で介護支援専門員証の交付を受ければ、再び介護支援専門員として業務に 

従事することが可能です。有効期間が切れても、登録は抹消されません。 

・各研修の実施要綱は協会ホームページからダウンロードすることになりますが、 

職場やご自宅等で要綱の印刷ができない方に限り、要綱（紙媒体）を県から郵送 

します。ご希望の方は、任意の用紙に「介護支援専門員登録番号」、「有効期間満了 

日」、「氏名」、「連絡先（住所、電話番号）」、「要綱送付を希望する研修」を明記し 

320 円分の切手を貼付した返信用封筒（Ａ４サイズが折らないで入るもの）と共に 

各研修の申込開始日２日前までに県庁に送付してください（複数の研修の要綱を 

希望される場合は、研修ごとに返信用封筒をご準備ください）。 

 

 【更新申請・実施要綱送付依頼に関する問い合わせ】 

 新潟県高齢福祉保健課介護人材確保係 

  電話：０２５－２８０－５２７２  FAX：０２５－２８０－５２２９ 

 

【研修に関する問い合わせ・研修申込】 

一般社団法人 新潟県介護支援専門員協会 

  電話：０２５－２８１－５６１６  FAX：０２５－２８２－５１５１ 

  ホームページ：https://www.caremanager-niigata.com 


